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Ⅵ 第１号被保険者介護保険料

第１節 財源内訳と負担割合

介護保険制度においては、給付と負担の関係を明確にし、かつ利用者の選択による利用

を可能とするために、社会保険制度が採用されていますが、被保険者の負担が過大なもの

とならないように財源が構成されています。

具体的には、介護サービス等を利用する場合、費用の１～３割が利用者の自己負担とな

り、残りの７～９割が介護保険からの給付となりますが、その財源は、保険料（第１号被保

険者 ％、第２号被保険者 ％）、国、都道府県、市町村の負担（公費）で賄われていま

す。

介護サービスの利用量に応じて、第１号被保険者が負担する必要な保険料が決まること

になります。

給付費種別負担割合
第１号被保

険者保険料

第２号被保

険者保険料
国 県 町

介護サービス費 ％ ％ ％ ％ ％

うち施設サービス費 （ ％） ％ ％ ％ ％

うち市町村特別給付費 （ ％） － － － －

介護予防サービス費 ％ ％ ％ ％ ％

地域

支援

事業

介護予防・日常

生活支援総合事業
％ ％ ％ ％ ％

包括的支援事業 ％ ％ ％ ％

第 号被保険者保険料 ％

第 号被保険者保険料 ％

公費（国・県・町）

％

第９期介護保険給付費の負担割合

第 1 号被保険者：65 歳以上
第 2 号被保険者：40 歳～64 歳以下
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６６

Ⅵ 第１号被保険者介護保険料

第１節 財源内訳と負担割合

介護保険制度においては、給付と負担の関係を明確にし、かつ利用者の選択による利用

を可能とするために、社会保険制度が採用されていますが、被保険者の負担が過大なもの

とならないように財源が構成されています。

具体的には、介護サービス等を利用する場合、費用の１～３割が利用者の自己負担とな

り、残りの７～９割が介護保険からの給付となりますが、その財源は、保険料（第１号被保

険者 ％、第２号被保険者 ％）、国、都道府県、市町村の負担（公費）で賄われていま

す。

介護サービスの利用量に応じて、第１号被保険者が負担する必要な保険料が決まること

になります。

給付費種別負担割合
第１号被保

険者保険料

第２号被保

険者保険料
国 県 町

介護サービス費 ％ ％ ％ ％ ％

うち施設サービス費 （ ％） ％ ％ ％ ％

うち市町村特別給付費 （ ％） － － － －

介護予防サービス費 ％ ％ ％ ％ ％

地域

支援

事業

介護予防・日常

生活支援総合事業
％ ％ ％ ％ ％

包括的支援事業 ％ ％ ％ ％

第 号被保険者保険料 ％

第 号被保険者保険料 ％

公費（国・県・町）

％

第９期介護保険給付費の負担割合

第 1 号被保険者：65 歳以上
第 2 号被保険者：40 歳～64 歳以下

６７

第２節 第１号被保険者介護保険料

１ 庄内町の介護保険料の推移

本町の第９期計画期間の介護保険料は、介護保険制度スタート当初の ～ 倍、平

成 年の約 倍となっています。

２ 標準給付費、地域支援事業費及び市町村特別給付費

第９期計画期間における標準給付費、地域支援事業費及び市町村特別給付費については、

次のとおり見込んでいます。

（単位：千円）

第９期
令和 年度 令和 年度

合 計 令和６年度 令和７年度 令和８年度

標準給付費

総給付費

特定入所者介護サ

ービス費等給付額

高額介護サービス

費等給付額

高額医療合算介護

サービス等給付額

算定対象審査支払

手数料

地域支援事業費

介護予防・日常生

活支援総合事業

包括的支援事業（地

域包括支援センターの運

営）及び任意事業

包括的支援事業

（社会保障充実事業）

市町村特別給付費

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

年度 （H12～14） （H15～17） （H18～20） （H21～23） （H24～26） （H27～29） （H30～R2） （R3～5） （R6～8）

基準額月額 4,290 4,250 5,450 5,900 6,300 6,300 6,600
旧立川町 2,400 3,265
旧余目町 2,600 3,250

※第1号被保険
者負担率

17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 23% 23%

※給付費に占める負担率
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６８

３ 第９期介護保険料の設定

（１）第 号被保険者の介護保険料に係る第８期の変更点

・第９期介護保険料の主な変更点は、以下のとおりです。（影響額は、「見える化システ

ム」からの推計値）

①総給付費は第８期計画期間の実績（見込み）より推計。また介護報酬改定により計画時

点で給付費の ％引き上げの影響分を見込み、第８期と比較し月額の基準額で

円の増額（在宅サービス＋ 円、居住系サービス＋ 円、施設サービス＋ 円）。

・介護医療院の増床、転換に係る増額 円の増額

・認知症対応型共同生活介護の増床に係る増額 円の増額

②第８期までに積み立てた準備基金の取り崩しを行うことにより、保険料負担の軽減を

図り、月額の基準額で 円の減額。第８期と比較しで 円の減額。

（２）第 号被保険者の介護保険料額

国が行う令和６年度以降の保険料の所得段階及び乗率の見直しにおいては、介護保険制

度の持続可能性を確保するためには、制度内の所得再分配機能を強化し、低所得者の保険

料上昇を抑制する観点から、標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得

者の標準乗率の引下げについて示されました。本町ではそれを適用し、これまでの９段階

から令和６年度以降は 段階とします。保険料基準額は、「月額 円」（第５段階）と

します。

所得段階及び乗率は次の表のとおりです。
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６８

３ 第９期介護保険料の設定

（１）第 号被保険者の介護保険料に係る第８期の変更点

・第９期介護保険料の主な変更点は、以下のとおりです。（影響額は、「見える化システ

ム」からの推計値）

①総給付費は第８期計画期間の実績（見込み）より推計。また介護報酬改定により計画時

点で給付費の ％引き上げの影響分を見込み、第８期と比較し月額の基準額で

円の増額（在宅サービス＋ 円、居住系サービス＋ 円、施設サービス＋ 円）。

・介護医療院の増床、転換に係る増額 円の増額

・認知症対応型共同生活介護の増床に係る増額 円の増額

②第８期までに積み立てた準備基金の取り崩しを行うことにより、保険料負担の軽減を

図り、月額の基準額で 円の減額。第８期と比較しで 円の減額。

（２）第 号被保険者の介護保険料額

国が行う令和６年度以降の保険料の所得段階及び乗率の見直しにおいては、介護保険制

度の持続可能性を確保するためには、制度内の所得再分配機能を強化し、低所得者の保険

料上昇を抑制する観点から、標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得

者の標準乗率の引下げについて示されました。本町ではそれを適用し、これまでの９段階

から令和６年度以降は 段階とします。保険料基準額は、「月額 円」（第５段階）と

します。

所得段階及び乗率は次の表のとおりです。

６９

所得段階 町民税 対 象 者 負担割合 保険料年額

第１段階
世
帯
非
課
税

・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金の受給者の方

・公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が

万円以下の方

基準額
× 円

第２段階
・公的年金等収入金額と合計所得金額の

合計が 万円を超えて 万円以下の方

基準額
× 円

第３段階
・公的年金等収入金額と合計所得金額の

合計が 万円を超えている方

基準額
× 円

第４段階 世
帯
課
税

本
人
非
課
税

・公的年金等収入金額と合計所得金額の

合計が 万円以下の方

基準額
× 円

第５段階
・公的年金等収入金額と合計所得金額の

合計が 万円を超えている方

基準額
×

円

月額 円

第６段階

本
人
課
税

・合計所得金額が 万円未満の方
基準額
×1.2 円

第７段階 ・合計所得金額が 万円以上 万円未満の方
基準額
×1.

円

第８段階 ・合計所得金額が 万円以上 万円未満の方
基準額
×1.5

円

第９段階 ・合計所得金額が 万円以上 万円未満の方
基準額
×1.

円

第 段階 ・合計所得金額が 万円以上 万円未満の方
基準額
× 円

第 段階 ・合計所得金額が 万円以上 万円未満の方
基準額
×

円

第 段階 ・合計所得金額が 万円以上 万円未満の方
基準額
×

円

第 段階 ・合計所得金額が 万円以上の方
基準額
× 円

（３）今後見込まれる介護保険料基準額（見える化システムから推計）

令和 年度 年額： 円 月額： 円

令和 年度 年額： 円 月額： 円 Ⅵ 
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